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資 1-4-3 認定実例 

項      目 摘          要 

◎ 被扶養者に認定できる者の範囲 

 

１ 被扶養者の

意  義 

次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持する者 

(１) 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹 

(２) 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族で(１)に掲げる者以外

の者。 

(３) 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にある者の父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母

及び子で、組合員と同一の世帯に属する者。 

ただし、共済組合(法律に基づく共済組合の短期給付に相当する給付

を行うものすべてをいう。)の組合員、健康保険の被保険者、日雇健康

保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者は、これを被扶養者

として取り扱わない。 

 

２ 配偶者 (１) 「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある」の意義

社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させよう

とする合意が当事者間にあり、かつ、その事実関係が存在するいわゆ

る内縁関係にある場合をいう。 

(２) 戸籍の届出のある婚姻関係と内縁関係が重複している場合 

戸籍の届出のある婚姻関係と内縁関係が重複している場合には届出

による婚姻関係がその実体を失っていない限り届出による婚姻関係に

ある者が、組合員の配偶者として共済給付を受けることができる。 

(３) 内縁関係どうしが重複している場合 

内縁関係どうしが重複している場合には先行する内縁関係がその実

体を失っていない限り先行する内縁関係にある者が、組合員の配偶者

として共済給付を受けることができる。 

(４) 外国人 

外国人である内縁の妻は被扶養者として認定できる。 

(５) 離婚による認定取消日 

協議離婚の場合は離婚の届出を行った日の翌日を、また調停離婚の

場合には調停成立の日の翌日を認定取消日とする。 

 

３ 子 (１) 子の意義 

実子及び養子をいう。 
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資 1-4-3 認定実例 

項      目 摘          要 

(２) 他家の養子になった子 

組合員の子が養子縁組により戸籍法上他家に入ったとしても組合員

の子であることに変わりはないので、その子の生計の維持が組合員の

収入によってなされることが立証される限りにおいては、当該組合員

の被扶養者として認定することは差し支えない。 

(３) 離婚した場合の子 

離婚した結果、被扶養者である子を配偶者が引き取って育てること

になった場合でも、組合員が引き続きその子を主として扶養している

事実が確認できれば、引き続き認定しても差し支えない。 

(４) 外国に留学した子 

組合員の被扶養者である子が、外国の大学に留学し、その国におい

ては、短期在留外国人についても当該国の医療保険に加入できること

になっている場合も、被扶養者の要件を備えているものであれば継続

認定することができる。 

 

４ 父母 (１) 父母の意義 

実父母及び養父母をいう。 

(２) 配偶者の父母 

配偶者の父母も養子縁組をしなければ父母とならない。 

(３) 養母が死亡した場合の養父の妻 

養母が死亡した場合の養父の後妻は、母とはならない。 

(４) 父の後妻・配偶者の父の後妻 

組合員の父の後妻と組合員とは姻族一親等の関係にあるが、組合員

の配偶者の父の後妻は組合員とは親族関係にない。 

(５) 父の内縁の妻 

組合員の父の内縁の妻を被扶養者として認定することはできない。

(６) 養子縁組をしていない養父の妻 

組合員と養子縁組をしている養父が死亡した場合において、組合員

と養父の妻とが養子縁組をしていない場合においても、養父の妻が組

合員と同居しており、かつ、養父の死亡後組合員の収入により生計を

維持するものであるときは、養父の妻を被扶養者として認定できる。

 

５ 孫 (１) 孫の意義 

実子の実子、実子の養子、養子の実子及び養子の養子をいう。 

 

６ 祖父母 (１) 祖父母の意義 

実父母の実父母、実父母の養父母、養父母の実父母、養父母の養父

母をいう。 
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項      目 摘          要 

７ 弟妹 (１) 弟妹の意義 

実父母の子である弟妹のほか、養子にとっては、養父母の子である

弟妹も含まれる。 

 

◎ 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族 

 

１ 意義 (１) 「組合員と同一世帯に属する」の意義 

組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいう。 

(２) 「三親等内の親族」の意義 

三親等内の血族及び姻族をいう。 

 

２ 同居を要件 

とする者の 

認定関係 

 

・認定できる 

場合 

 

 

 

 

(１) 組合員の勤務の都合に伴う別居の場合 

一時的な別居とは、２か月あるいは１年という具体的な期間を指す

ものではなく、今まで同居し、扶養関係のあった者が組合員の転勤等

のため、同居をする意志がありながら勤務の都合上別居を余儀なくさ

れるような場合で、実態についてみれば扶養関係が継続し、別居を余

儀なくさせた原因が組合員の転勤等やむを得ない事由によるものであ

る場合を指す。 

(２) 組合員の転勤等やむを得ない事由とは 

組合員の転勤等のため同一世帯に属することを要件とされている被

扶養者と別居することとなった者のうち、引き続き同居できない理由

が、勤務先の住居の狭あい、被扶養者の療養上の問題、被扶養者の通

学上の問題で真にやむを得ないと認められる場合は、生計維持関係を

有している限り、継続して認定して差し支えない。 

(３) 医療機関に収容された場合 

組合員の配偶者の弟が療養のため医療機関へ収容されたことにより

組合員と別居をした場合は、同居に準じて取り扱う。 

(４) 社会福祉施設に入所した場合 

同居を要件として認定されていた被扶養者が社会福祉施設(特別養

護老人ホーム、身体障害者療護施設等)に入所した場合において、当該

入所に要する費用について多少なりとも費用徴収が行われ、かつ、当

該組合員の負担により支払われているということであれば、入院の場

合と同様に取り扱うものとする。 
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項      目 摘          要 

(５) 病院勤務の看護師 

病院勤務の看護師のように勤務上別居を要する場合若しくはこれに

準ずる場合 

 

・ 認定でき

ない場合 

(１) 一時的な同居 

勉学のため別居中の組合員の甥が、１年中に夏休み、冬休み、試験

休みと約４か月帰省し、この間を通じて実質的に組合員の扶養を受け

ている場合でも、この者の帰省中の期間だけを限って被扶養者として

認定することはできない。 

(２) 大学等在学のための別居 

同居を要する親族が、大学等に在学するため組合員と別居を余儀な

くされ、勉学に必要な生活費や教育費を組合員が負担し、主として組

合員の収入によっている場合であっても、組合員の転勤等組合員自身

の勤務の都合上別居を余儀なくされた場合を除き、被扶養者として認

定することはできない。 

 

３ その他 (１) 稼動できない事情にある者の場合 

予備校、洋裁学校等学校教育法第83条の各種学校の学生で勉学のた

め、稼動できない事情にある者は、満22歳以上であっても扶養の事実

等を具体的に調査確認して、学校教育法第１条の学生と同様、被扶養

者として認定できる。 

(２) 就業が困難である妹の場合 

過去において全く扶養の事実のない独立の生計者であった組合員の

妹が交通事故のため被害を受け、生計を維持することが困難になったの

で、その療養期間中の生計費を組合員である兄が負担している場合は、

将来相当長期に亙って加療を要し、就業が困難である時は、その妹を被

扶養者として認定できる。 

(３) 育児休業の許可を受けた組合員に係る被扶養者の認定 

育児休業の許可を受けた組合員に係る被扶養者の認定における生計

維持関係については、当該許可を受けていないものとした場合の取り扱

いと同様である。 

(４) 親族の取扱い 

次図の場合、Ｄ子は組合員と兄弟姉妹(二親等の血族)であり、また

組合員の義母(一親等の姻族)となる。 

 
 Ａ  子

 Ｃ  子  Ｄ  子

 Ｆ(妻 )  Ｇ 夫 （組 合 員 ）

 養  子 亡 Ｂ 夫

 亡 Ｅ夫
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項      目 摘          要 

◎ 所得 

 

１ 意義 

 

 

(１) 「所得」の意義 

運用方針に定める「所得」は、所得税法上の所得をさすものではな

く、被扶養者として認定しようとする者の年間における恒常的な収入

の総額(恒常的な収入のうち資産所得、事業所得等で所得を得るために

修理費、管理費、役務費等の経費の支出を要するものについては社会

通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限り、

その実額を控除した額)である。 

 

２ 税金 (１) 税金 

税金は必要経費に該当しない。 

 

３ アルバイ
ト等 

(１) 雇用期間が３か月以下の期間であることが当初から明らかである

場合 

雇用期間が３か月以下の期間であることが当初から明らかであるア

ルバイト等は、その月収が108,334円(130万円÷12月)以上であっても、

130万円を超えるまでの間は認定できる。 

(２) 月々の収入が安定しない臨時職員、アルバイト、パート等 

組合員の配偶者が臨時職員として採用され月額10万円程度の収入を

得ることとなったが、年額130万円の収入を得るとはただちに確認し難

い場合、季節的雇用と異なり将来に向かって雇用の継続が予想される

限り、毎月の所得が130万円の12分の１以上であればその就職期間中は

被扶養者たる要件を欠くことになる。 

なお、この場合、毎月の所得は一定していないので、３か月の所得

の実績により確認するものとし、３か月の平均月収が限度額130万円の

12分の１以上になり、かつ将来とも同程度以上が予想されるようにな

った時点（原則として３か月めの給与等支給日の翌日）で認定を取り

消すものとする。 

(３) アルバイトのボーナス等 
アルバイト等、月々の収入が安定しない者の特別手当(年末等)は本

来、恒常的収入とみるべきであると解せられるが、雇用契約の際に 
明記されていないものが支給された場合は、当事者にとって予想し難
い所得であるので、臨時的収入と見るのが相当である。 

 
４ 不動産 

売却 
(１) 不動産売却により一時的に所得(認定基準年額以上)があっても恒

常的所得とはいえない。 
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項      目 摘          要 

５ 雇用保険 (１) 雇用保険を受給する場合の認定基準額 

雇用保険の基本手当の日額が認定基準日額(130万円÷360日)を上回

った場合は、基本手当の給付日数に拘らず、被扶養者として認定でき

ない。 

(２) 待機期間及び給付制限期間 

雇用保険法による失業給付の待機期間及び給付制限期間(雇用保険

法第21条、第32条、第33条、第34条)は失業給付の支給を受けていない

ので、認定できる。 

(３) 特例一時金及び高年齢求職者給付金の受給 

雇用保険法による特例一時金及び高年齢求職者給付金は一時的な所

得である。 

 

事 例 

組合員の妻が、会社を退職し、下記の雇用保険を受給することとなったが被扶養者として

認定できますか。 

また、認定取消日及び認定日はいつですか。 
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項      目 摘          要 
 
(答)  １ 雇用保険法による基本手当日額が認定基準日額(130万円／360日)を上回って

いる（3,612円以上）ため、認定できません。 
２ 認定取消日 ･･･ 平成18年４月28日 

雇用保険受給資格者証の「処理状況」欄に記載された「認定(支給)期間」の
初日の日 
(雇用保険法による失業給付の待機期間及び給付制限期間は、失業給付を受け
ていないので、認定できます。) 

３ 認 定 日 ･･･ 平成18年７月28日 
雇用保険受給資格者証の「処理状況」欄に記載された「認定(支給)期間」の最
終日の翌日 
 

６ 職業訓練校

から支給され

た訓練手当 
 

(１) 雇用対策法に基づき、職業訓練校に入校した者に支給される訓練手

当は、「所得」に該当する。 

７ 公的年金 (１) 退職共済年金請求中の場合 

夫婦とも組合員であって、妻が退職して退職共済年金請求中の間は、

妻の退職共済年金決定見込額が運用方針に定める所得要件以下である

ことが明確でない限り、被扶養者として認定できない。 

(２) 障害共済年金と退職共済年金の受給権を同時に有する場合 

運用方針に定める「その者の所得の全部又は一部が公的年金等のう

ち障害を支給事由とする給付にかかる所得である場合」には、障害共

済年金と退職共済年金の受給権を同時に有する60歳未満の者が退職共

済年金を選択した場合を含まない。 

(３) 認定取消日 

ア 年金額の改定に伴う認定取消日 

年金受給者である被扶養者について、年金改定により改定後の年

金額が認定基準額を上回ることとなり、被扶養者としての要件を欠

くこととなった場合の被扶養者としての要件を欠くに至った日は、

当該年金受給者が改定通知書を受領した日として取り扱う。 

イ 退職共済年金の若年停止解除による認定取消日 

いわゆる退職共済年金の若年停止解除による認定取消日は、支給

停止事由のなくなった日の属する月の翌月の初日とする。 

 

８ 農業所得 (１) 組合員の妻又は両親等が農耕に従事しており、その農業所得が組合

員名義となっている場合は、名義上の所得の帰属にかかわらず、実体

を把握し、所得が誰に帰属するかにより判定する。 
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項      目 摘          要 

９ 奨学金等 (１) 奨学金は運用方針に定める「所得」には該当しないものとする。

（２）日本学術振興会特別研究員に支給される研究奨励金は、支給要件に

生活補助的な面もあるので恒常的な所得に該当する。 

10 出産手当金  (１) 資格喪失後の出産手当金は、当該出産手当金が支給されたことに

より傷病手当金の支給が中断され、その後さらに傷病手当金の支給

が見込まれる場合を除き、運用方針の恒常的な所得に該当しないも

のとして取り扱って差し支えない。 

11 個人年金等 （１） 生命保険契約等に基づく個人年金及び貯蓄型の個人年金は、「所

得」に該当する。 

（２）勤労者財産形成促進法に基づく財形年金は、「所得」に該当する。

12 児童手当等 （１） 児童手当法に基づく児童手当及び児童扶養手当法に基づく児童扶

養手当は、恒常的な所得に該当する。 

13 青年海外 
協力隊 

（１） 青年海外協力隊への派遣者に支給されるもののうち、現地生活費

は恒常的な所得に該当するが、国内積立金については一時的な収入

として所得には含めない。 

◎ 夫婦共同
扶養 

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定関係 

 

(１) 夫婦が共同扶養している場合における被扶養者の認定に当っては、

下記要領を参考として、家計の実体、社会通念等を総合的に勘案して

行うものとする。 

記 

ア(ア) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(被扶養者

認定申告書が提出された日の属する年の前年分の年間収入と

する。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とす

ること。 

(イ) 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位

の安定を計るため、届出により、主として生計を維持する者

の被扶養者とすること。 

(ウ) 共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である

場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、

夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、

その者が当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する

手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている

者の被扶養者として差し支えないこと。 

(エ) 前記(ア)ないし(ウ)の場合において、この取扱いについて、

被用者保険関係保険者(共済組合を含む。以下同じ。)に異議が

あるときは、とりあえず年間収入の多い方の被扶養者とし、そ

の後に関係保険者間における協議に基づき、いずれの者の被扶

養者とすべきか決定すること。 
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資 1-4-3 認定実例 

項      目 摘          要 

 なお、前記協議によって行われた被扶養者の認定は、将来に

向かってのみ効力を有するものとすること。 

イ 被扶養者の認定に関し、関係保険者間に意見の相違があり、ア

の(エ)の協議が整わない場合には、被保険者又は関係保険者の申立

てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県の保険課

長(各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる都道府県にある

場合には、いずれか申立てを受けた保険課長とし、この場合には、

他の都道府県の保険課長に連絡するものとする。)が関係保険者の

意見を聞き、斡旋を行うものとすること。 

(２)  上記夫婦共同扶養(1)の通知に基づく被扶養者の認定については、

次により取り扱う。 

ア 組合員に扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われる場合

は、その支給を受けている者の被扶養者として認定するものとする

こと。 

イ ア以外の場合には、夫婦双方の年間収入を比較し、組合員の年間

収入が配偶者の年間収入より多いとき、又は夫婦双方の年間収入が

同程度であるときは、被扶養者認定申告書を提出した組合員の被扶

養者として認定すること。 

ウ 「夫婦双方の年間収入が同程度である場合」の同程度の範囲につ

いては、「夫婦双方の年間収入の差額の、年間収入が多い方のその

額に対する割合が、１割以内である場合」として取り扱うものとす

ること。 

エ イによる認定に当っては、次に掲げるいずれかの書類により夫婦

双方の年間収入を確認するものとすること。 

ａ 給与支払者発行の源泉徴収票又は給与支払証明書 

ｂ 確定申告書の写し又は市町村長発行の課税所得証明書 

ｃ 年金額証明書 

 

○ 夫婦のいずれか一方が組合員であって、かつ扶養手当の受給者であれ

ば、その者の被扶養者とし、それ以外の場合には、前年における夫婦

の年間収入を比較して被扶養者認定申告書を提出した組合員の年間

収入が配偶者の年間収入を上回るか、又は同程度であると認められる

ときは、当該組合員の被扶養者として認定する。 

 

○ 夫婦とも組合員で、扶養手当を受給していないときは、所得比較する

ことなく被扶養者認定申告書を提出した組合員を主たる生計維持者と

し、その者の被扶養者として認定して差し支えない。 
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資 1-4-3 認定実例 

項      目 摘          要 

  

〔夫が被扶養者申告書を提出した場合〕 

 

○ 例１ 

     夫(共済)     妻（健保） 

 

                    被扶養者として認定する。 

   扶養手当 

    支給 

 

            

子(認定対象者。以下同じ。) 

 

 

○ 例２ 

     夫(共済)     妻（健保） 

 

                    夫婦の年間収入を比較して

認定する。 

 

               家族手当支給 

 

           子 

 

 

○ 例３ 

     夫(共済)     妻（共済） 

 

                    妻の被扶養者として認定を

受けるよう指導する。 

 

               扶養手当支給 

 

           子 
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資 1-4-3 認定実例 

項      目 摘          要 

公立静第358‐2号 

昭和60年12月2日 

 

各所属所長 様 

 

公立学校共済組合静岡支部長 

 

夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定の取扱いについて 

 

このことについて、昭和60年10月11日付け公立静第358号により通知しましたが、この取扱いに

ついて、今後、下記のとおりとするので遺漏のないよう願います。 

 

記 

 

１ 夫婦共同扶養の場合に限り、「扶養手当又はこれに相当する手当」の中には、民間(日本電

信電話会社・日本たばこ産業株式会社を除く。)の扶養手当(家族手当等)は含まないこと。 

従って、配偶者が自営業又は民間企業勤務の場合で、組合員に扶養手当の支給がない場合で

も、夫婦双方の年間収入を比較して認定することができる。(具体例〔２〕組合員に扶養手当の

支給がない場合を参照) 

２ 夫婦双方の年間収入に基づき組合員の被扶養者として認定を受けている場合には、毎年の源

泉徴収票交付時又は確定申告時に年間収入の確認を行い、認定継続の可否を検討すること。 

なお、この場合において、年間収入の比較に変動が生じて主たる生計維持関係が組合員の配

偶者に移ったときは、源泉徴収票交付時又は確定申告時等から認定を取り消すとともに、取消

日以降に行った給付については返還するものとする。 

３ 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、原則として夫婦どちらか一方の被扶養者とするこ

と。 

従って、夫婦で被扶養者を分けて認定することはできない。 

４ 夫婦双方の年間収入を比較する場合で、組合員が育児休業の許可を受けた場合も、当該許可を

受けていないものとして扱うこと。 

５ 給与条例上の扶養親族(扶養手当)認定基準に変更はないので、扶養手当支給年齢(18歳未満及

び60歳以上)で、共済組合の被扶養者と給与条例上の扶養親族とが一致しない場合もあること。

６ 夫婦双方の年間収入の比較に基づき組合員が被扶養者の申告をする際は、被扶養者申告書及び

証明書等(「短期給付の手引」第１章第５節の提出書類一覧Ⅰ及びⅡ参照)を提出すること。 

７ この取扱いは、本通知をもって適用する。 

 

担当 静岡県教育委員会事務局福利課 給付係 

電話 ０５４－２２１－３１３５・３１３６ 
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資 1-4-3 認定実例 

項      目 摘          要 

＜具体例＞ 

 

(１) 組合員に扶養手当の支給がある場合 

   ①                 ② 

        夫        妻       夫        妻 

       (組合員)     (組合員)    (組合員)      (健保)  

                                                                  (国保) 

 

    扶養手当             扶養手当 

      支給               支給 

 

 

             Ａ                Ａ 

       (認定対象者。以下同じ。) 

       夫の被扶養者として認定        夫の被扶養者として認定 

 

 

   ③                 ④ 

        夫        妻       夫        妻 

        (健保)      (組合員)    (組合員)     (組合員)  

              (国保) 

 

                  扶養手当             扶養手当 

                  支給               支給 

 

 

             Ａ                Ａ 

 

        妻の被扶養者として認定        妻の被扶養者として認定 
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資 1-4-3 認定実例 

項      目 摘          要 

 

(２) 組合員に扶養手当の支給がない場合 

    ①                     ② 

       夫        妻             夫        妻 

      (組合員)      (健保)          (健保)      (組合員) 

                                (国保)        (国保) 

 

                 扶養(家族)  扶養(家族) 

                 手当支給   手当支給 

 

 

            Ａ                    Ａ 

       年間収入を比較して認定         年間収入を比較して認定 

 

 

    ③                     ④ 

       夫        妻             夫        妻 

      (組合員)     (組合員)         (組合員)      (健保)  

                                                                (国保) 

 

 

            Ａ                    Ａ 

       年間収入を比較して認定         年間収入を比較して認定 

 

 

    ⑤   

       夫        妻   

       (健保)     (組合員)  

            (国保) 

 

 

            Ａ   

       年間収入を比較して認定  
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資 1-4-3 認定実例 

項      目 摘          要 

◎ 別居してい

る父母等の取

り扱い 

別居している父母等(配偶者及び子以外の者をいう。以下同じ。)を被扶

養者として認定する際における「主として組合員の収入により生計を維

持するもの」(地方公務員等共済組合法第２条第１項等)の取扱いについ

ては、下記によるものとする。 

 

記 

１ 組合員が別居している父母等を送金等によって扶養している場合の

当該父母等に係る被扶養者の認定に当っては、次のいずれかに該当した

場合に当該父母等を「組合員の収入により生計を維持するもの」として

取扱うものとする。 

(1) 組合員の送金等の負担額が当該父母等の所得を超える場合 

(2) 組合員の送金等の負担額が当該父母等の所得以下の額であって

も、当該父母等の全収入(父母等の所得及び組合員その他の者の送金

等による収入の合計)の３分の１以上の額である場合 

 

注意： 組合員の兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には、

組合員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれを

も上回っているときに限り、「主として」組合員の扶養を受けてい

るものとして取扱うものとする。 

 

２ 官署を異にする異動等に伴い、組合員が同居していた被扶養者であ

る父母等と一時的に別居することとなった場合の当該父母等(組合員の

配偶者又は子と同居している父母等に限る。)に係る被扶養者の認定に

当っては、別居後も扶養の実態等に特段の変化がない限り、引き続き組

合員と同居しているものとして取扱うものとする。 

〈参考〉 別居している父母等の認定に係る具体的(認定可能)事例 

 

〔事例の父母は共に60歳以上で公的年金を受給しているものとした場合〕 

〔所得、送金額等は年額を示す。〕 

 

１ 組合員の送金等の負担額が当該父母等の所得を超える場合 

(１) 組合員が単独で父母等を扶養している場合 

○ 父母とも認定可能 

     

父の所得額 母の所得額 父母の総所得 組合員の送金額 

120万円 30万円 150万円 ※ 160万円 
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項      目 摘          要 

(２)  組合員と組合員の兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合 

○ 組合員の送金額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれも上回っている場合は認

定可能 

 

 

 

 

    

 

２ 組合員の送金等の負担額が当該父母等の所得額以下の場合 

(１) 組合員が単独で父母等を扶養している場合 

○ 組合員の送金額が父母等の全収入の１／３以上の場合は父母とも認定可能 

 

父の所得額 母の所得額 組合員の送金額 父母の全収入 

160万円 10万円 ※ 85万円 255万円 

 

(2) 組合員と組合員の兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合 

○ 組合員の送金額が父母等の全収入の１／３以上で、兄弟姉妹等の送金等の負担額

のいずれも上回っている場合は父母とも認定可能 

   

父の所得額 母の所得額 組合員の送金額 弟の送金額 父母の全収入 

150万円 70万円 ※ 135万円 50万円 405万円

 

３ 別居している父母等のうち所得限度額(180万円)以上の所得がある者がいる場合 

(１) 父母等の所得額を組合員の送金額が超える場合 

○ 所得が限度額未満の父母等の認定が可能 

   

父の所得額 母の所得額 父母の総所得 組合員の送金額  

190万円 140万円 330万円 ※340万円 (母の認定可能) 

  

(２) 組合員の送金額が父母等の全収入の１／３以上である場合 

○ 所得が限度額未満の父母等の認定が可能 

   

父の所得額 母の所得額 組合員の送金額 父母の全収入  

190万円 80万円 ※ 135万円 405万円 (母の認定可能) 

 

上記の「所得」とは、所得税法上の所得をさすものではなく、被扶養者として認定しようと

する時以降１年間における恒常的な収入の総額である。 

父の 

所得額 

母の 

所得額 

父母の 

総所得 

組合員の 

送金額 

弟の 

送金額 

妹の 

送金額 

110万円 30万円 140万円 ※150万円 100万円 100万円
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